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泉大津市人事労務管理システム導入・運用業務 プロポーザル実施要領 

 

1. 趣旨 

この実施要領は、泉大津市人事労務管理システムを導入するにあたり、人事行政業務を円

滑に遂行するため、公募型プロポーザル方式により、機能性、操作性に加え、信頼性が高い

システムを適切な価格で提供する事業者を総合的に審査したうえで、選定することを目的

に定めたものである。 

 本プロポーザルに参加する者(以下「参加者」という。)は本実施要領、募集公告及び仕様

書の内容を熟知のうえ、本実施要領に示した書類の提出をすること。 

 

2. 業務の名称 

泉大津市人事労務管理システム導入・運用業務 

 

3. 業務の内容 

業務内容は、「泉大津市人事労務管理システム導入・運用業務 調達仕様書」及び「泉大津

市人事労務管理システム導入・運用業務 機能要件仕様書」に基づく、システム導入業務、

運用業務及び稼働後の運用支援業務とする。 

 

4. 履行業務期間 

システム導入期間 契約締結日から令和６年３月 31日まで（先行実施を含む。） 

システム運用期間 令和６年１月１日から令和 10年 12月 31日まで（予定） 
 

5. 履行場所 

本市が指定する場所 

 

6. 事業者選定方法 

公募型プロポーザル方式 

 

7. プロポーザル参加要件 

参加者は、次に掲げる条件を全て満たす者でなければならない。 

(1)  地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者で

あること。 

(2)  令和５年度・令和６年度の泉大津市入札参加有資格者名簿に登録されている者

であること。 

(3)  「参加申込書（様式１）」の提出時において、泉大津市の指名停止又は指名回避

の措置を受けていない者であること。 

(4)  泉大津市暴力団排除条例（平成24年泉大津市条例１号）第２条に規定する暴力団

員又は暴力団密接関係者に該当しない者であること。 

(5)  旧会社更生法（昭和27年法律第172号）第30条第１項若しくは第２項又は会社更

生法（平成14年法律第154号）第17条第１項若しくは第２項の規定に基づき更生手

続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者でないこと。 

(6)  民事再生法（平成11年法律第225号）第21条第１項又は第２項の規定に基づき再
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生手続き開始の申立てをしている者又は申立てをなされている者でないこと。 

(7)  会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成17年法律第87号）第64

条による改正前の商法（明治32年法律第48号）第381条第１項の規定による会社整

理の開始の申立て又は同条第２項の規定による通告がなされている者でないこと。 

(8)  近畿２府４県に本店又は支店、営業所などの事業活動拠点を有する者であるこ

と。 

(9)  令和５年４月１日より過去５年間で、地方公共団体の発注による本業務の内容

と同種の業務を、元請として受注した実績を有する者であること。 

(10) 仕様書(別添)に基づき、信義に従い誠実に業務を履行できる者であること。 
 

8. 事業者選定スケジュール 

日  時 内  容 

令和５年 10月 ２日（月）  公募開始 

 10月 11 日（水） 17時まで 質疑書提出期限 

 10月 16 日（月） 17時まで 質疑に対する回答書配布 

 10月 27日（金） 17時まで 参加申込書提出期限 

 10月 27日（金） 17時まで 企画提案書一式提出期限 

 10月 27日（金） 17時まで 辞退届提出期限 

 11月 ９日（木）  プレゼンテーション・デモンストレーション 

 11月中旬  選定結果通知 

 11月下旬 以降  契約（覚書）締結 

※プレゼンテーションの開催については、別途開催時期、開催場所を通知する。 

 

9. 業務スケジュール 

令和６年１月より一部機能を先行実施し、令和６年４月１日から全職員向けへ本稼働を

行う。契約については、令和６年１月（予定）より長期継続契約に基づくものとして５年間

の契約とする。なお、詳細なスケジュールは、本市と本選定により決定した最優先交渉権者

との協議により決定する。 

 

10. 業務に係る費用 

令和６年１月１日（予定）から令和 10年 12月 31日まで月額使用料の契約とし、初期費

用は発生しないものとする。費用総額は、54,450,000 円（消費税及び地方消費税を含む）

を上限とする。 

 

11. 企画提案書に関する質疑 

仕様書等に質疑がある場合は、本市ホームページから質問書（様式６）をダウンロードし、

入力の上、以下の提出期限までに提出すること。 

(1)  提出期限 令和５年 10月 11日（水）17時（必着） 

(2)  提出方法 電子メールに添付して送信すること。なお、メール件名の先頭に、 

「【質疑書：社名】」と記載すること。（例：【質疑書：○△□システム(株)】） 
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(3)  送 信 先 泉大津市役所 市長公室 人事課 （担当：江田・岡藤） 

mail: jinjika@city.izumiotsu.osaka.jp 

(4)  回答方法 令和５年 10月 16日（月）17時までに、全ての質問事項に関する 

回答書をホームページにて掲載。（個別回答や事業者名の公表は行わ

ない。） 

 

12. 企画提案への参加意思表示 

本プロポーザルに参加希望者は、以下の提出書類を提出すること。 

（1） 提出書類  

①  参加申込書（様式１） 

②  参加申立書（様式２） 

③  会社概要書（様式３） 

④  使用印鑑届（様式４） 

⑤  実績調書 （様式５） 

⑥  プライバシーマーク又は情報セキュリティマネジメントシステム認証の写し 

（2） 提出期限 令和５年 10月 27日（金）17時（必着） 

（3） 提出部数 各１部 

（4） 提出方法 持参又は郵送に限る。 

（5） 提 出 先 〒595-8686 大阪府泉大津市東雲町９番 12号 

泉大津市役所 市長公室 人事課 （担当：江田・岡藤） 

 

13. 企画提案書類等の提出日時等 

審査の公平性、透明性を確保の観点から、以下の提出指示に沿って提出すること。 

(1)  提出書類  

①  企画提案提出書（様式７） 

②  企画提案書 

正本（社名・代表者職氏名・代表者印等の記入・押印） １部 

副本（社名等を特定できる記載等しないこと。）     ７部 

③  プロジェクト体制及び業務工程表             ７部 

④  機能要件仕様書（対応状況記載分）            ７部 

⑤  企画提案書等の電子ファイルを保存したＣＤ－Ｒ      １枚 

⑥  見積書（社名・代表者職氏名・代表者印等の記入・押印）  １部 

(2)  提出期限 令和５年 10月 27日（金）17時まで 

(3)  提出場所 泉大津市役所 市長公室 人事課 

(4)  提出方法 上記提出場所へ持参し、人事課職員に手渡すこと。 

※受付は土曜日、日曜日を除く 9時から 17時までとする。 

※提出期限までに提出できない場合は失格とする。 
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14. 辞退届 

参加表明申込後に、辞退する場合は、辞退届（様式９）を提出しなければならない。 

なお、辞退を理由として不利益な扱いをうけることはない。 

 

15. 企画提案書の記載要領 

(1)  以下の項目に基づいた順序・項目ごとに章立てをして作成すること。 

(2)  日本語の文章とし、難解な技術用語の使用は極力避け、平易な文章とすること。 

(3)  提出書類は Word、Excel または PowerPoint、50 ページ以内で作成し、Ａ４横、

横書き、左綴じ、又はＡ４横、横書き、上綴じとする。 

 

【項目内容】 

①  会社概要 

②  本業務の基本的な考え方 

③  システムのサービス概要 

④  システムの機能 

⑤  サポート体制 

⑥  セキュリティ対策 

⑦  自治体への導入実績 

⑧  拡張性（システム面、運用面） 

⑨  業務改善運用に関する提案 

⑩  別見積で対応可能な追加提案 

 

16. 機能要件仕様書の記載要領 

「泉大津市人事労務管理システム導入・運用業務 調達仕様書」の別紙「機能要件仕様

書」の対応状況欄について以下により回答すること。 

(1)  標準機能で対応可能な場合                ： ○ 

(2)  代替案（オプション・カスタマイズ）で対応可能な場合 ： △ 

(3)  対応不可の場合                          ： × 

 

17. 見積書の記載要領 

「見積書（任意様式）」を以下の要項に従い、添付すること。 

(1)  Ａ４版の自由様式とする。 

(2)  できる限り、業務内容別に積算根拠を具体的に示す内訳書を作成すること。 

 

18. 企画提案書等に関する留意事項 

(1)  提案者は、本市から示された企画提案書の記載要領等その他契約締結に必要な

条件を検討の上、企画提案を行わなければならない。 

(2)  提案者は、提出した企画提案書を書き換え、引き換え又は撤回することができな

い。 
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(3)  企画提案書の内容が不明瞭な場合は、提案者にその旨を連絡するとともに、企画

提案書の再提出を求める場合がある。 

(4)  提案者は、企画提案書の提出をもって、企画提案書の記載要領の記載内容を承諾

したものとみなす。 

(5)  提案者が提出した企画提案書の著作権は提案者に帰属する。 

(6)  企画提案に関する提出物は返却しない。ただし、選定に必要な範囲において複製

することがある。 

(7)  提案者の本件提案に係る一切の費用については、提案者の負担とする。 

(8)  提案者が提出した企画提案書は公表しない。ただし、法令に基づく要請等があっ

た場合はこの限りではない。 

(9)  次のいずれかに該当する企画提案は無効とする。 

①  企画提案書類一式に虚偽の記載をした場合 

②  提出期限までに企画提案書類一式が提出されない場合 

③  記載すべき事項の全部、または一部が記載されていない場合 

④  その他、企画提案要領の条件に一致しない場合 

⑤  提案に関して談合等不正行為があった場合 

 

19. プレゼンテーション・デモンストレーション 

(1)  日時・会場 

日 時：令和５年 11月９日（木） 

会 場：泉大津市役所 

※実施日時及び会場については、提案者に改めて通知する。 

(2)  時間配分（入退室含めて１社 70分） 

①  準備・撤収 各５分 

②  プレゼンテーション及びデモンストレーション 40分 

③  質疑応答 20分 

(3)  出席者 

本市の業務を担当するプロジェクトリーダーが必ず出席し、プレゼンテーショ

ン等の進行を行うこと。また、出席者人数は、最大４名までとし、会社名を表示し

た衣類やバッジ等、会社名を特定できるようなものを身に着けないようにするこ

と。なお、プレゼンテーションは非公開とする。 

(4)  プレゼンテーション等に要する機材 

プロジェクター及びスクリーンは本市において用意するが、その他の必要な機

材については提案者が用意すること。 

(5)  プレゼンテーション構成 

 プレゼンテーションの構成は企画提案書の項目の順番に沿って実施すること。 
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20. 審査及び選定 

(1)  審査は、本市が設置する泉大津市人事労務管理システム導入・運用業務プロポー

ザル審査委員会（以下「審査委員会」という。）が、見積額及び提案内容を総合的

に評価し行う。 

(2)  審査委員会は、必要に応じて提案者にヒアリング、追加資料の提出等の要請を行

う場合がある。 

(3)  審査委員会は、見積金額が「10.業務に係る費用」の上限範囲内の提案者のうち、

総合評価の点数が最も高い者を最優先交渉権者として選定する。なお、採点方法や

内容についての問い合わせには一切応じない。 

(4)  参加者が１社のみの場合は、審査・評価は実施するが、評価が一定水準(６割)に

達しない場合は、受託候補者として選定しない。 

(5)  総合評価の点数が最も高い者が複数あるときは、審査委員会において協議し、最

優先交渉権者を決定する。 

(6)  選定結果については、11月中旬に提案者へ文書で通知する。 

(7)  審査の結果、最優先交渉権者として選定された場合であっても、提案に虚偽の記

載又は重大な瑕疵等があった場合は選定を取り消すことがある。 

(8)  審査項目と評価対象は以下のとおりとする。 

 

審 査 項 目 評 価 項 目 配 点 

機能要件評価 機能要件一覧表の回答状況 200 

提案書及び 

プレゼンテーション評価 

企画提案内容及び 

プレゼンテーション内容 
300 

価格評価 見積書 100 

合 計 600 

 

 

21. 契約 

(1)  本市と最優先交渉権者が別添２「泉大津市人事労務管理システム導入・運用業務 

調達仕様書」及び、別添３「泉大津市人事労務管理システム導入・運用業務 機能

要件書」に基づき、提案の内容と本市の意向について契約交渉を行った上、合意（予

算の範囲内で適正な業務が行えると判断される場合）が得られた時点で随意契約

による契約を行う。交渉が不調に終わったときは、次の順位の提案者と同様の交渉

を行うこととし、以下同様とする。 

(2)  契約は長期継続契約に基づき、締結するものとし、契約書の内容については、本

市と最優先交渉権者が協議の上決定する。 

(3)  契約後、仕様書に記載した内容が遵守されない場合、契約を解除することがある。 

(4)  11 月下旬より本契約を締結するまでの間、先行実施するための仕様や準備業務

については、覚書を交わし、作業を進めるものとする。 
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22. 本市提示資料の取り扱い 

(1)  本市より提示した資料一式の著作権は全て本市に帰属するものとする。 

(2)  本市より提示した資料は、本事業の応募に係る検討以外の目的で使用すること

はできないものとする。 

(3)  提案を辞退した者及び本市との契約に至らなかった者は本市から得た資料等を

速やかに確実な方法で処分すること。 

 

23. 問合せ先 

〒595-8686 大阪府泉大津市東雲町９番 12号 

 泉大津市役所 市長公室 人事課 江田・岡藤 

  TEL:0725-33-1131（内線 2449・2443） 

  FAX:0725-21-0421 

  E-Mail：jinjika@city.izumiotsu.osaka.jp 

 

 


